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令和元年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その５ 

令和元年９月12日（木） 

                                          

（午前10時35分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に

引き続き、会議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第28 議案第１号 令和元年度橋本市

一般会計補正予算（第４号）に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第28 議案第１

号令和元年度橋本市一般会計補正予算（第４

号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により歳出から款別

に行います。補正予算説明書の令和元年度橋

本市一般会計補正予算（第４号）の11ページ

をお開きください。 

 まず、１款議会費、11ページから12ページ

まで質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、１

款を終わります。 

 次に、２款総務費、11ページから16ページ

まで質疑ありませんか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）12ページの下の000241

電算管理運営に要する経費、補正予算の歳出

の主なもののこちらのほうがわかりやすいか

もしれないんですけれども、プレミアムポイ

ントの件なんですけれども、こちら、内容の

ほうを見せていただいたら、印刷製本機とか、

会場借り上げ、いろんな説明とかする、商店

さんにするもんやと思うんですけども、まず

お伺いしたいのが、今どの程度の店舗数を見

込んでいるのか。印刷製本機というふうに書

かれてますんで、ある一定見込まれていると

思います。 

 それと、説明の中にＩＤを設定するための

支援というのがあるんですけれども、こちら

についてはどのような形でＩＤ設定、例えば、

店舗に出向いて説明するのか、ただ単に説明

会で、こうやるんやでというのをするのかと

いう部分。 

 それと、もう一点が、よその他市やったら

結構ポータルサイトを立ち上げて、すごい準

備入られています。そこへ行けば、市内のそ

の自治体の参加している店舗で購入できると

いうようなとこも立ち上げつつあるんですけ

れども、橋本市はそのようなことを考えられ

ているのか。 

 一番、四つ目が、店舗でマイナンバーの番

号を使うんで、そのあたりのセキュリティー

について今後どのように周知徹底していくの

か。その四点についてお伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）現在、店舗か

らの希望をとりまして、ほぼ実施していただ

ける店舗が確定します。数については後ほど

報告させていただきます。今、議員がおただ

しのあった件等の項目について、来週から店

舗対象に説明会を開催させていただく予定を

しています。先ほど来ご質問のあった点につ

いて、詳細について店舗に説明し、店舗から

質問等も受けて対応したいと考えているとこ

ろです。 

○議長（土井裕美子君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）マイナンバー

カードについてですけども、まずマイナンバ

ーカードを取得する際にＩＤの設定というの

をしていくことに基本なると思います。とい

うのが、ポータルサイトを利用するにあたっ
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てはＩＤを設定しないと、マイナンバーカー

ドを取得しただけではいろんな機能が使えな

いというところがありますので、このＩＤの

設定を申請時とか、カードを発行するときに

は設定していただくような進め方をしていく

というところでございます。 

 ＩＤの設定については、ご自身でもインタ

ーネットを通じてカードリーダー等があれば

できるんですけども、お持ちでない方につい

ては、来庁いただいたときにＩＤの設定を市

役所のほうでさせていただくという流れにな

るかと思います。ＩＤの設定については、い

っときにやはり人が皆さん集まると、申請に

時間もかかりますので、今年度から地方公務

員とか国家公務員に対しては、今年度中に家

族を含めて設定というか、カードが取得でき

るような方針を国のほうも打ち出しておりま

して、そのための動きがこの９月の末から始

まる予定であります。 

 議員もご承知のように、令和４年には健康

保険証のところにマイナンバーカードを使う

ということも決まっておりますので、そこの

スケジュールについては毎年度そこに向けて、

いっときに集中しないような形で登録、設定

とかができるような体制を組んでいくという

ところが今の考えであります。 

 あと、ポータルサイトの準備なんですけど

も、６月以降、この８月末までの動きとしま

しては、国のほうで自治体ポイントという名

前の自治体独自でポイントをつけて、自治体

独自の産品を集めて、自治体で、まあ言うた

ら、中で消費をできるようなプレミアムのポ

イントもつけながらやっていくというのが国

の方針であったので、今回もその流れに沿っ

て補正を上げさせていただいたところなんで

すが、この９月３日に、マイナンバーカード

も含めてデジタルガバメント閣僚会議という

のが国のほうで持たれておりまして、その９

月３日に行われた内容が、自治体ポイントと

いう名前が消えまして、マイナポイントとい

う全国で使えるポイントへの変換ができるよ

うなところに方針が変わってしまいました。

今回の補正については、自治体独自で事業所

とかに使っていただけるような機械を購入す

るような予算を今計上させていただいておる

んですが、ちょっとその辺の国の動きが市内

独自の使えるポイントの動きから全国どこで

も使えるようなポイントの動きに変わってき

ておりますので、その辺はポータルサイトの

運用も含めまして、今後の国の動きを見なが

ら市も対応していきたいなというふうに思っ

ております。 

 あと、セキュリティーについてなんですけ

ども、マイナンバーカードにＩＤを設定する

というところにつきましては、マイナンバー

カード自体は免許証と同じで、落としてもそ

の番号自体で何かできるというものではござ

いません。ＩＤについては設定したとしまし

ても、ポータルサイト等に接続して暗証番号

を入れないと使えないというところもござい

ます。そういったセキュリティー面の不安も

やはりあるかと思いますので、今後こちら計

上させていただいた予算の中に、広告費であ

るとか、そういうところもございます。郵便

料とかもございますので、そういったところ

で今後マイナンバーカードの交付のご案内と

ともに、そういったところも含めて周知をし

ていきたいなというふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）先ほど答弁も

れがありました。おわびさせていただきます。 

 まず、プレミアム商品券を取り扱う店舗に

つきましては、約200店舗です。現在も募集中

でありまして、当初、プレミアム商品券取り

扱い店舗ということで市民の方にご案内を差

し上げるところについては、先ほど申し上げ
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た200店舗になりますが、この後も追加をさせ

ていただくことになります。 

 あと、ポスターや店舗に「取り扱っていま

す」というような表示をするステッカー等に

ついては、印刷のほうが既に整っているとこ

ろです。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）12ページ、コミュニテ

ィバスに要する経費のところで、今回、当初

予算よりも増額になっているんですけど、そ

もそもで言えば、30年度の当初予算より31年

度の当初予算のほうが減額になっていたんで

す。それがまた増額ということで、この辺の

増額の理由をお願いします。 

○議長（土井裕美子君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）コミュニティ

バスに係る今回の補正予算なんですけども、

コミュニティバスにつきましては再編の実施

ということで、この令和２年の１月４日から

予定をしております。その再編に際しまして

かかる経費、バス停の変更であったりとか、

いろいろバス停名の変更であったりとか、か

かる経費がございます。実際、当初予算の段

階におきましては、去年の10月、11月頃の予

定で組ませていただいておりましたが、その

後、再編の実施というのがネットワーク協議

会のほうで、大きくは今年の３月、また、確

定にあたっては５月ということで、協議会の

ほうで再編の実施を決定いただきました。そ

こについては、前年度については国費もある

程度見込んでおったんですけども、実際今年

の経過とかを見ますと、国費も当時、当初予

算で組んでおった金額までいただけないよう

なことにはなりそうということもありまして、

最終的に再編の実施にかかる経費等、あと、

国費等も含めた事業の精度、予算の見込みの

精度を高める中で今回の補正の予算額という

ところになっております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）先ほどの12ページのと

ころにもう一度戻らせていただきます。

000241のところになりますが、そもそもマイ

ナンバーを持っていなければ、ポイント還元

されないということで、しかも、マイキーＩ

Ｄを市民の方が取得しないとできないという

ことがまだ周知あまりされていない。マイナ

ンバーさえ持っとけば、店舗へ行けば、そう

いうポイントが還元されると思っている方も

多いと思いますので、その点の市民への周知

ももちろん必要になってくると思いますし、

そうなると、マイナンバーを取得したいとい

う方もどんどん増えてくると思いますが、そ

ういった方、市役所に来て果たして殺到する

と対応できるのかどうかもあると思いますし、

その辺の対応をしっかりしておかないといけ

ませんし、そもそも今、マイナンバー、うち

の市でどれだけの方が登録をされているのか、

その点もお伺いしたいと思いますし、もしさ

れているんであれば、どれだけ目標をされて

いるのか、その点もお伺いしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）周知につきま

しては、やはりこれからが本格化するのかな

と思っております。先ほども質問に答えさせ

ていただいたように、今年度、この９月補正

の予算の中で、チラシをつくって配るである

とか、といったところも始めさせていただく

予定であります。国のほうも今年から、自分

ら公務員とかについては必ず取得するように

というふうな流れで進めてきておりますので、

そこら辺は国のスケジュールに従って進めて

いきたいというふうに考えております。 

 マイナンバーカードを取得する方が窓口に

殺到するということも、やはりこれから令和
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４年に向けてはそういう時期もあるかと思い

ます。今年についてもこの予算については、

国の補助金、交付金が100％あたるものとなっ

ておりますので、ここの施策のほうで上げて

おる電算関係のところに加えて、市民課のほ

うでも、臨時さんというか、そこに国費を充

てる形で人員増というか、形をとっておりま

すので、今後もそういった窓口の対応も含め

て、経過を見ながらやっていきたいなという

ふうに思っております。 

 率は、ございます。ちょっと待ってくださ

いね。マイナンバーカードの交付ですけども、

全国の交付率ですが、８月末現在で13.9％で、

和歌山県が10.9％で、本市橋本市は15.3％と

いうことで、和歌山県下では一番交付がされ

ておるという結果になっております。 

○議長（土井裕美子君）登録者数というふう

に、数をお聞かせいただきたいということと、

その目標とされる数はということのご質問も

あったかと思います。 

○政策企画課長（中岡勝則君）登録者数です

けども、同じく８月末現在で交付数が9,656件

ですが、交付数が今の数字なんですけども、

ＩＤの設定数というのはちょっと今数字とし

ては持ち合わせておりませんので、またわか

り次第報告させていただけたらと思います。 

 目標は、やはり令和４年に向けては全ての

方にとっていただきたいというところがござ

いますので、そこは国が示すスケジュールに

基づいて本市も対応していきたいというふう

に考えております。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）100％めざしてやってい

ただけるということですが、以前、ちょっと

それに関連するかもわかりませんが、窓口へ

来て、写真、もちろんマイナンバーなんで写

真が必要になってくると思いますが、窓口で

写真撮れるかどうかということであったと思

うんで、我々も聞かれたら、窓口へ行ったら

写真撮ってくれますよという話もできるかと

は思うんですが、タブレットを使って写真を

撮るとかというような話も前も聞いていまし

たけども、その点、交付に来たけども写真が

要るんで、もう一度写真撮ってきてください

と言ったら二度手間になってしまうと思いま

すし、その点できるとお聞きしましたが、そ

の点いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）答弁を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）そういったお話が

ありまして、市役所のほうで写真を撮るよう

な形で対応しているというふうに思います。 

○議長（土井裕美子君）対応していただいて

るんですね。ということでございます。よろ

しいですか。 

 ほかはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんの

で、２款を終わります。 

 次に、３款民生費、４款衛生費、15ページ

から24ページまで質疑ありませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）20ページの保育所総務

に要する経費の15工事請負費です。これ、６

月の委員会でも多分ご報告いただいてたと思

う、保育所周辺のガードパイプとかなのかな

と思います。この箇所についてもご報告いた

だいてまして、城山台のある箇所のもう一箇

所あったと思うんですけども、その際にお話

ししていたのは、確かにそこの場所ももちろ

ん危険であるのでやっていただいたらいいな

とは思っとる中で、ただ、一点、そこからす

ぐ離れた近くの場所、これ、多分建設部とか

になるんかもしれへんのですけど、横断歩道

が消えてまして、そこが実は何百人も、駐車

場から園までの間になるので、幹線道路を何
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百人も子どもたちが毎朝、夕方と通る場所で

もありました。なので、そこも踏まえて、ち

ょっとこれは関連になるんですけど、一緒に

今回見ていってくださいよと。ガードパイプ

だけではなくてそういった本当に危険なとこ

ろも一緒になって、一緒に考えていってくだ

さいねというふうなお願いはしてあったと思

うんですが、その後どういうふうになってい

るのか、もしわかれば、お答えください。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）ただ今のおただし

ですけども、その横断歩道につきましては緊

急性を説いて、警察のほうにより早くしてく

れるように頼んだことによって、近々してい

ただけるようにはなっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、３

款、４款を終わります。 

 次に、６款農林水産業費、７款商工費、23

ページから26ページまで質疑ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）26ページ、別紙のほう

で言うたほうがわかりやすいでしょうか。一

応、26ページの002131ですね。ブランドアド

バイザー事業に要する経費なんですけども、

こちらの説明書でいくと、ヘラブナ釣りの人

口の底上げを図りということで、的を得たこ

とを言っていただいとるんで感謝しとるんで

すけども、これに対しての予算、これが多い

のか少ないのかはちょっとわからないんです

けど、要は何を聞きたいかというのは、こう

いうことを始めよう、打てば響くで始めよう

ということは大賛成なんです。ただ、当局は

どこに目標を設定して、どれだけのイメージ

してやっているか、ある程度のビジョンが見

えないので、そのブランドアドバイザーとい

う事業の名前だけ見たら、またかっていうイ

メージにならないように、決意というか、ど

ういうイメージを持っているかを教えてくだ

さい。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）橋本市は、ヘ

ラブナ釣りと紀州へら竿等のまち橋本という

ことで、今年度、クールジャパンアワード2019

に選定されました。そういった中でこれをチ

ャンスと捉えて、アジアヘラブナサミットを

開催して、日本だけではなくてアジアにヘラ

ブナを使っていただく方たちを増やしていこ

うというのが、今回予算計上させていただき

ました大きな目的になります。その中で、特

に竿師と直接お話しするのが非常に楽しかっ

たという声がありましたので、そのための通

訳に要する経費を計上させていただいていま

す。 

 今言われました隠れ谷池等も含めた大きな

今後についてどのように考えるのかというと

ころにおきましては、やはりもともとその隠

れ谷池というのは、昭和40年に紀州製竿組合

の試験研究池として開設されたものでありま

すが、それを広く市民の方やへら竿を愛好し

ている方たちに開放するようになっています。

平成27年に駐車場と桟橋をつなぐ通路やトイ

レを新設し、また、昨年台風によって被害を

受けた桟橋等の撤去、修繕を行ったところで

すが、今後、こういった世界に目を向けて観

光として釣りを体験していただくというよう

なことも含めた誘致を視野に入れる中で、隠

れ谷池の本当に桟橋が、私も実際歩きました

けども、修繕されてないところというのがま

だまだばたばたして不安だというようなとこ

ろがあります。本当に安全性が大丈夫かどう

かということもしっかり確認しなければなら

ないと思っています。 

 将来に向けた展望ということでいいますと、
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やはり海南市等では、漆器を伴うような会館

というのができています。隠れ谷池に行きま

すと、ぱっと目につくのが本当に古くなった

事務所、売店、それから食堂というようなと

ころがあります。本当に観光として隠れ谷に

初めて来ていただいた方たちが、こんなふう

にへら竿をつくっているんだなというような

こととか、直接、釣り師の方から話を聞ける

ようなそういった場所も私は必要だというふ

うに思っています。 

 まだまだ予算的な事情等で実現はできない

と思いますが、アジアに目を向けて、竿師た

ちの収入もきっちりと確保できて、観光とし

て広く市民の方、それから議員の皆さん方に

もきっちりと認識された中で、じゃあ、何と

かそういったことをつくろうやないかという

ような機運が高まるような、そういった支援

を私たちはしていくべきだというふうに思っ

ています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）心から感謝申し上げま

す。欲しい答えはそういうことであって、財

政難やから可能・不可能を約束せえとは言わ

ないです。ただ、志としてここを思わないと、

やはり竿師とイベント直接交わすというのは

すごい大事なことで、人気のあるというのは

わかるんですけど、一方、匠と言われる伝統

工芸をつくる竿師は、やっぱり一定睡眠時間、

休憩、生活の環境、やっぱりつくる時間とい

うのが勤務時間になると思うんです。やっぱ

り手づくりの手作業ですから、その時間を奪

われるということも生活、死活問題にも係っ

てくることですし、わかってくれるというこ

とがまず一番の二人三脚の一歩目やと思うん

で、あと、さっき答弁に言うてくれてました

台風での復旧が、シティセールス課長とたま

たま出会ったんですけど、僕もあの桟橋行っ

たら、我々２人の体重では穴あきますよね。

そういうやっぱり釣りに来るお客さんが、全

部が全部普通というか、ちょっと大きな方も

いらっしゃるかもわからないですから、桟橋

のきめ細かいとこというのはやっぱり見てい

ただきたいですし、やっぱり経済推進部長の

そういう答弁をいただいたら、私ら地元とし

ても何らかの協力というのもしていかないか

ん。ほんで、へら竿は絶対に消してはいかん

火ですから、市長の思いにもやっぱり前向い

ていくのかなと。やっぱりそういうとこでし

んどくなったら、民間団体やからというて切

られてしもたら、やっぱりおかしな話になる

と思うので、引き続きご支援のほどを、ほん

で、ご指導のほうもよろしくお願いします。

答弁結構です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 17番 岡さん。 

○17番（岡 弘悟君）24ページの13節委託料、

このため池防災対策計画策定委託料、このた

め池、前に幾つか調べていただいて報告いた

だいたため池があるんですけども、それに対

する防災計画の委託料なのか、全体の委託料

なのかということ一点と、それと、この策定

して、例えば防災計画立てて、前からもいろ

いろ問題になっていたんですけど、例えば、

こういう危険箇所をこういうふうに修繕して

いかなければならないという計画を立てたと

仮設して、それに対する予算って本市は執行

できるんですかね。ため池の問題というのは、

前から非常に気になっている問題なんですけ

ども、前々から市長もおっしゃってましたけ

ども莫大なお金がかかりますんで、その辺を

計画立てて、実際実行に移していけるという

ことはできるのかどうか、この二点をお尋ね

いたします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）まずは、この補正

予算ですけども、全体を踏まえた中での策定
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業務となります。もともと受益面積５㏊未満

の125池というのを一斉点検して防災計画を

策定するんですけども、予算、補助のつき方

で、本年度においては109池の90万円ほどしか、

要するに補助がなかったんで、今回補助が追

加になるということで、全体の125池をできる

ように、あと残り16池の補正をする予算でご

ざいます。 

 それと、それが策定されてから今後の話と

いうおただしですけども、確かに議員おただ

しのとおり、ハード面の対応というのは非常

に厳しいと考えております。そこで、ソフト

面ということで水利組合に対していろいろ説

明に回りまして、維持管理の徹底、要するに

水位を下げていただくとか、そういうお願い

をしながら対応していきたいと。または、た

め池のハザードマップも配布させていただい

ておりまして、それについては、危機管理部

局とも連携しながら、避難体制を強化するべ

きであるというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○議長（土井裕美子君）17番 岡さん。 

○17番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

ため池については正直今どんどんどんどん、

耕作される方もどんどん減ってきて、田んぼ

をつくっている方も減ってきて、案外、数軒

しか使ってないため池もあるというのはよう

聞いています。その中で、本当は管理もして

いきたいんやけども、管理ができていない。

かなり土とかが埋まって浅くなっている池が

あるというのも聞いていますんで、一度市と

して、もちろんため池を保全していくという

ことは大事ですけども、ため池を水利組合と

話してやっぱりなくしていくというんかな。

そっちの方面で話をするほうが、ハード面の

設備投資もかなり抑えられると思うので、た

だ、これはもう水利の関係の話になりますん

で、たとえ１軒でもあったらなかなかなくせ

ないというのはあるんですけども、費用対効

果考えて、危険性も考えて、ちょっと粘り強

くその辺をお話ししていただけたらなと思い

ます。特に橋本市は高いところに池があると

こ多いんでね。地震があると、一気に下に流

れ込むという危険性もありますんで、その辺

はもうこれ、要望で結構なんで、財政状況と

鑑みながら、また水利等とお話ししていただ

ければありがたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）26ページ、2131、先ほ

ど15番議員が質問したところなんですけれど

も、説明のほうを見せていただいたら、市主

導でサミット開催等々書かれておるんですけ

れども、このサミットというのは単年度でさ

れるのかどうか。そこにどういう効果を、ど

れぐらいの人を見込んでる、市としてどれだ

けお金落ちるんかなという、そういうのもあ

るかと思うんですけれども、まずそこをお伺

いしたいのと、そのサミットをやったら万歳

で終わるんじゃなくて、その先につながるも

のって絶対必要になってきます、こういうの

は。そのあたりを今の段階で、どこまで考え

てられるのかという点についてお伺いいたし

ます。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）お答えさせて

いただきます。今回のサミットについては、

国内の釣り具メーカーと初めて一緒になって

開催しようとしているのが、まず大きな点で

す。 

 それから、参加予定というところでいいま

すと、国内釣り具メーカーのいろんなお客さ

んがついておられる、そういった関係者の方、

それから、中国、韓国、台湾のヘラブナ釣り
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の愛好家、そういった方をターゲットにして

おります。先ほども広く将来の展望というお

話もありましたが、やっぱり伝統工芸、それ

から地場産業を支えるという竿師たちが、き

っちりと収益を上げながら取り組んでいける

ということが非常に大事だというふうに思っ

ています。今現在、約8,000万円のへら竿の出

荷額があるんですが、こういった取り組みを

きっかけに、３年後には１億円に届くような

そういったつもりで、関係者の皆さんと一緒

に市も支援しながら、取り組んでいきたいな

というふうに思っています。 

 それから、今回のサミット開催においては、

橋本市の直接な経済効果として、先ほど言い

ました50名の方たちが宿泊や飲食費を主とし

て、また、高野山等も含めた観光にも行って

いただくというようなことも含めて、約200万

円を想定しています。 

 なお、今後については、今回が初めての取

り組みですが、その結果も含めて、やはり竿

師、製竿組合の皆さん方が、やっぱりこうい

う仕事をして後継者もきっちりと稼ぐ仕事や、

稼いで仕事するんや、それから、なおかつ、

やっぱり橋本市でへら竿をつくっているとい

う自負を持っていただけるような、そういっ

た取り組みとして、しっかりきっかけとして

考えて継続したいなって、そんなふうに思っ

ているところです。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 １番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）同じ24ページの農林水

産業、農林振興に要する経費なんですけれど

も、その中でロゴマーク、高野山麓精進野菜

産地化事業ということで、すばらしいい取り

組みをしていただくんだなというふうには認

識しております。その中で栽培品目なんかも

載っておるわけなんですけれども、これを販

売するにあたってのロゴシールの作成という

ことで、今、説明のほうにも載っております。 

 この中でそのロゴシールを活用するにあた

って、販売をされる生産者の方に講習という

か、説明会というのが必要になってくるとい

うことをお伺いしたんですけど、それを第１

回目はされていると思うんですけど、それは

いつ、どこで行われたかというのと、それに

何人ぐらい参加されたのか。それと、その声

をかけるにあたっての周知の方法というのが、

ホームページなのか、広報なのか、直接生産

者の方にお電話したのか、その辺ちょっとお

伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問にお答

えさせていただきます。高野山麓精進野菜の

取り組みにつきましては、当初、来年の夏野

菜からスタートをしようというような計画で

おりましたが、今年の３月に高野山麓農産物

産地化協議会が設立されまして、その中で生

産部会というのをつくった中でいいますと、

やっぱりまずは取り組むことが大事やから、

早期にやろうよというそういう機運が高まっ

た中で、今年の秋冬野菜から取り組むという

ことになりました。生産部会の中では栽培基

準等を含めて策定した中で、７月17日に栽培

講習会を行いました。栽培講習会については、

広報やホームページ、それから、関係者等に

直接声をかけさせていただいて28名の方が集

まり、そこで生産をスタートしようというこ

とで行っております。 

 ただ、私たちとしましては、まだまだこう

いった取り組みに参加していただきたい方を

増やしていきたいので、今回改めてまた講習

会等の企画もしながら、周知を図って参加者

を募っていきたいと、そんなふうに思ってい

ます。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。
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随時、説明会、講習というのを行っていただ

くということなんですけど、今、行政と部会

のほうで、行政も主体として旗振りしていた

だいているんですけど、今後、５年後にはと

いうような話もちょっとお伺いしてるんです

けど、その辺行政としてのかかわりというか、

この先の予定というのはどうなっております

か。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）実際、つくっ

ていただいた方がしっかりその野菜をつくる

ことによって収益を上げるということが大事

だというふうに思っています。高野山麓とい

うブランドということではなくて、やっぱり

その野菜がおいしいとか、付加価値がどこに

あるのかというところをきっちりと広報でき

るような形での支援というのは、継続的に必

要だというふうに思います。 

 今回、ロゴマーク入りのシールを、先ほど

来説明させていただきました参加者に、一人

当たり500枚を配布させていただきます。ただ

し、今後、継続的に市が配布できるのかとい

うと決してそうではなくて、しっかりそこで

稼いでいいただいて、今後は生産者が自己資

金でそのロゴマークを入ったシールを調達し

ていただきたいと、そんなふうに考えていま

す。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）今と同じところです。

まず一点お聞きしたいのは、栽培品目、いろ

いろ書いていると思いますけども、この中で、

前、農林のほうでゴマの産地化というのもあ

ったと思います。ここにゴマが書いてないん

ですけども、その辺、また二つを進めていく

のか、一緒にしていくというか、その辺、ど

う住み分けを考えているのかというとこをお

伺いしたいのと、あと、主な経費で手数料16

万5,000円がロゴマーク作成とあります。これ

はほんまにロゴをつくる、デザインだけ16万

5,000円なのか、もしかしたらその横の印刷製

本費も含めて、１回ちょっと細かく詳細をお

聞きしたいというのと、あと、これゴボウっ

てあると思うんですけど、これははたごんぼ

とは全く別という認識でいいんですかね。そ

の辺もちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、栽培品

目の件です。ゴマということですが、実際、

ゴマの産地化に向けて橋本市は試験的に取り

組んでいます。ゴマの生産ということでいい

ますと、やはり国内産が非常に少ないという

ことで、メーカーと、それからいろんなゴマ

を取り扱っているところからの、具体的に言

いますと、高野山でゴマ豆腐をつくっていた

だいている事業所等からも、日本産のゴマに

ついては非常に需要が高くなっています。そ

ういった中で現在は、この高野山麓精進野菜

の中にはゴマが入ってないんですが、やはり

近い将来一緒になって、この中に品目として

取り入れてやっていきたいと、そんなふうに

考えています。 

 なお、ゴボウという品目については、実際、

今、くにぎ広場で取り組まれているはたごん

ぼとは別のゴボウであります。 

 続いて、ロゴマークの作成につきましては、

ロゴの提案も含めた内容になっておりますの

で、それを印刷製本する費用として上げさせ

ていただいております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。

ということは、多分ゴマはゴマで産地化も頑

張っていくし、多分、高野山麓のこの野菜は

野菜で頑張っていくというそんな話やったと

思います。ほんで、ゴボウについては、はた
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ごんぼとは別という中で、一点お願いという

か、危惧するところだけお伝えしときたいな

と思うんですけど、絞れないんかなというの

は常日頃思っていまして、ほんで、一つじゃ

ないとあかんということはないと思うんです

けど、うちはこれでいくんやというのがいつ

定まってくるのかなって。今、多分、試験的

に試験的にいろいろやっていただいていると

は思うんですけど、いつかは絞ってこれでい

くんやって、予算も限られてくることですか

ら重点的にやっていかないと、あれもこれも

というのはちょっとしんどいのかなというふ

うにも思ってたりもしますので、その辺もま

た考えていただきながら、進めていっていた

だけたらと思っています。 

 ロゴマークはコンペみたいな感じでいいっ

てことですかね。そこだけ最後ちょっと聞い

ておきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、統一し

たという考えですが、ゴマについては近い将

来高野山麓精進野菜の一つとして取り組める

ような方向性を方針として持っております。 

 ロゴマークについては、こういったロゴが

いいんじゃないかという印刷関係事業所から

の提案をいただくということですので、議員

がおただしの件のとおりです。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、６

款、７款を終わります。 

 それでは、総務部長のほうから訂正がござ

いますので、総務部長のほうから訂正をお願

いいたします。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）先ほど、マイナン

バー取得の写真撮影の件で対応させていただ

いているというようなお答えをしたんですけ

れども、平成29年11月頃にはタブレットによ

る撮影を行っていたんですけれども、写真の

でき上がりがよくない。再度、撮り直しで申

請者に来てもらうことが数件ありましたので、

窓口対応に時間がかかる、申請者に迷惑がか

かるということで、現在はやっておりません。

ということで、先ほどの答弁を訂正させてい

ただきます。大変申しわけございませんでし

た。 

○議長（土井裕美子君）ご了解のほどよろし

くお願いいたします。 

 もう一点ですが、答弁の保留の部分がござ

いましたので、政策企画課長から保留の答弁

をお願いいたします。 

 政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）先ほど４番議

員のご質問の中で、マイキーＩＤの設定者数

ということでの数字がありました。こちらは

インターネットを通じて、ご本人さんがご家

庭とか、職場からでもできるということで、

実際、国においてもＩＤの設定者数というの

は把握していないというところでございます。

ということで、本市においてもその数という

のがわからないというのが現状です。 

○議長（土井裕美子君）ご了承のほどお願い

いたします。 

 それでは、次に、８款土木費、９款消防費、

25ページから30ページまで質疑ありませんか。 

 ４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）30ページ、2608の住宅

耐震化の補助でありますが、実際に住宅耐震

の設計と工事が多かったことにより、件数の

増加によって補正が出てきたと思います。今

までどれだけの設計、また工事を行われてお

ったのか。これ、今回でどれだけを見込まれ

ておるのか、その点お伺いします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）今回の補正は、本
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年度当初で一応前年度並みということで13件

の枠取りをしておりました。それが募集した

ところ、たくさん申請がございました。とい

うのも、この事業というのはやっぱり促進が

大事で、啓発活動、すごく私どもとしても繰

り広げとって、結果が出たんじゃないかと喜

んでおるんですけども、その人たちに意向を

聞いたところ、今年度30件、全部で30件の方

がやりたいということでしたんで、30引く13

の17件の補正ということでお願いしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、８

款、９款を終わります。 

 次に、10款教育費、31ページから34ページ

まで質疑ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）堀内です。32ページ、

中段、002906からトイレに係る経費です。設

計ということで、けんけんがくがくやってき

て思いはわかってくれとると思うんです。別

に約束せえとか、どないなっとるとかそうい

うことじゃなくて、アンケートであったりと

か、潔癖症であったりとか、そういういろん

な思いというのは把握してくれとるんですよ

ねということだけ、ちょっと議事録に残して

いただけたらと思います。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）学校トイレの改修

につきまして、本補正予算におきましては、

紀見小学校、それから紀見北中学校について

要求をさせていただいております。これにつ

きましては、国のほうが昨年度、2018年度か

ら３カ年については、防災・減災、国土強靭

化の緊急対策として非常に有利な補助金をつ

けていただくということで今回実施をしたい

ということで行っております。できるだけ限

られた予算の中で、教育委員会としましては

多くの学校のトイレ改修をこれからも引き続

きやっていきたいということを考えておりま

すので、今回の小学校、中学校につきまして

は、トイレ改修については100％実施はしない

と。普通教室、体育館、それから職員用トイ

レ等限られた中でできる限り洋式化をしてい

くという方針で進めていきたいというふうに

考えております。 

 その上で、今年の２月に隅田中学校、紀見

北中学校の生徒の皆さんのアンケートをとら

せていただいて、その中でもやはり25名の方

が和式を望まれるということでのご意見をい

ただいております。この結果を見ましても、

やはり少なからず和式を望むというような子

どもさんもいてますので、教育委員会として

は、子どもの個性であったり、多様性という

ものについてはやはり尊重はしていきたいと

心にとどめた中で、これからのやはりトイレ

改修というものについては、洋式化というこ

とも踏まえて進めていきたいというふうに考

えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

思いがわかってくれとるんかということだけ

で結構です。ただ、限られた予算の中で、あ

えて申し上げたいのは、補助金ですね。さっ

きの補助金の話で近々に迫っとるという決断

で、ちょっとでも多くの数の学校をしてあげ

ようという、あの裏方の職員には本当に感謝

申し上げる次第です。やっぱり議場でけんけ

んがくがくやっとるのも大事ですけど、やっ

ぱり東京、文部科学省へ走り回って行っとる

職員とかおるのも知っています。その人の汗

の量を考えたら、気持ちよく賛成するのが誠

意であるという認識もこっちも持っとるんで、

こっちの誠意に対してそっちも、今現在で25
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名という出ましたけども、これから何十年使

っていくトイレです。25人掛けることのあと

何年というふうに理解していただいて、別に

マルかペケかとか、白か黒の話ではなくて、

臨機応変に対応していただいたら結構ですん

で、またいずれお金も、財政課長、頑張って

つくってくれると思いますし、いろんなまた

そのときそのときで臨機応変に、別に平行線

たどっていくんではなくて、やっぱり寄り添

う気持ちで教育の現場が緩和できればと思っ

ていますので、ただ、一言申し上げておきた

いのは、潔癖症というのは症状です。教育や

そんなんで治りませんので。お医者さんで自

分が治していこう、努力していこうとか、お

医者さんにかかっていくもんが潔癖症ですの

で、その点だけはやっぱり教育委員会わかっ

ていただきたいと思います。何かありました

ら、しゃべっていただいても結構ですし、答

弁なしでも結構です。どちらでも結構です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）同じトイレなんですけ

ども、この改修の中で障がい者向けのトイレ、

車椅子でも入れるような広さのトイレも一応

見込んでおられるのか、そのあたりだけはお

伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今回の整備の中で

ですけども、紀見小学校、紀見北中学校、１

箇所ずつ多目的トイレということで整備をす

る予定でございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、歳

出を終わります。 

 ５ページをお開きください。歳入全般につ

いて行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、歳

入を終わります。 

 それでは、歳入・歳出全般について行いま

す。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）40ページ、41ページの

債務負担のところで、生活系ごみ収集運搬委

託、２年間のこの債務負担行為なんですけれ

ども、今年から全市で可燃ごみの週１回収集

が始まりました。３年間は６、７、８、９の

４カ月は週２回ということになっているんで

すけども、それで、来年と再来年の２年間分

になっているんですが、この契約というか、

委託にあたって今までとどういうふうに条件

を変えた委託になっているのか教えてくださ

い。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）債務負担お答

えいたします。まず、前回の入札の経過もあ

るんですけども、今回、可燃ごみとその他ご

みを合わせて入札させていただきます。前回

は、６年の債務負担ありまして、それと可燃

ごみ。その他ごみは２年間の債務負担、今回

合わせて行います。６台と５台、可燃が５台、

その他が６台でしたのを、今回合わせて10台

という形で、それプラス夏季の可燃ごみ、特

例的な夏季収集、週２回収集の分を合わせて

計上させていただいております。 

 ちょっと最近の動向で、人件費の高騰もあ

りますので、建築物価単価のほうからも勘案

しまして、ちょっと内容的には人件費を加味

した金額で。それと、収集につきましては、

可燃は週１で委託かけております。あとは今

の方針とは別に変わらずに、台数を集約した

形となっております。ちょっと単価的に比較

すれば、そういう諸経費等、人件費等の高騰
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がありますので、それを加味した金額で債務

負担を組ませていただいております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）具体的に言ったら、ど

う変わったのかというのはよくわからないん

ですけども、どちらにしても、最低賃金もま

た上がるということですし、やっぱり人件費

のほうは毎年毎年上がっていくということは

予想はできるんですけど、ただ、今現在、週

１、夏の間だけ週２というのを３年間という

ことでやってるわけですけれども、今回、こ

れ、２年間の委託ということで、今年と合わ

せた３年間のうちに、絶対にそれ済んだら全

部が週１ということではなくって、今やって

いる中で市民の皆さんがどういうふうに考え

ているんかということも、十分に意見の集約

をしていっていただきたいなというふうに思

います。よろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）答弁は求められます

か。 

○11番（阪本久代君）市民の声を聞いていた

だきたいというとこら辺だけ、答弁お願いし

ます。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）ありがとうご

ざいます。前回、６月議会の請願もございま

して、まず１箇所ですけども、地元に入って

いかせていただいて、いろんな意見をいただ

きました。それと、私とこがお願いしている

ところと、皆さんが不便に感じているところ、

いろんな意見をいただきまして、今後もまた

声かけいただきましたら、いろんな声を聞か

せていただくつもりでございます。市として

の方針もあるんですけども、またそこはいろ

んな意見をお伺いした中で、軟着陸でいろん

なやり方があろうかと思います。そういう出

て行くことが大事だと思っておりますので、

今後も続けさせていただきます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）今の関連のとこで、一

点だけ確認だけ。契約でパッカーを減らして

やっていっていただいていると思いますけど、

またパッカーを新しいのを買っていくという

ふうなことは、まさかないですよね。そこだ

け確認させてください。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）現有パッカー

もございます。ただし、中の使い方で、いろ

いろ事業系、出先の学校、公民館等の事業所

ですね。事業所のごみ収集に関しまして、も

しか直営でできるんであればという意見もご

ざいました。ところが、現有パッカーが中に

あるという形で、現有のパッカーを利用させ

ていただく、もし使うんであれば利用させて

いただくという形で考えておりますので、今

のところ新規のというような形はなかなか、

こういうご時世、提案しにくいと考えており

ます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）24ページ、13番委託料

のところのため池防災対策計画策定委託料。

計画に関してと、次、28ページの002308の13

番委託料、学文路地区排水路調査検討委託料

の検討委託料を含めて、32ページの委託料13

番、002906小学校建設に関する、要するに、

紀見小学校トイレ改修工事設計委託料、これ

は全て来年度には設計じゃなしに本工事をや

りますという前向きな形での設計委託料と考

えてよろしいんですか。 

○議長（土井裕美子君）３箇所ございました

が。 

○８番（杉本俊彦君）すいません、訂正しま

す。ため池は先ほど。 
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○議長（土井裕美子君）お待ちください。議

長が指名をいたします。訂正をされますか。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）先ほど17番議員がため

池の件は聞かれていたので、省略します。 

○議長（土井裕美子君）ため池は省略されま

す。あとの２件については答弁を求められま

すか。 

○８番（杉本俊彦君）はい。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）私どものほうから

は、28ページの公共排水に要する経費で、学

文路地内排水路調査検討委託料についてお答

えさせていただきます。この委託料につきま

しては、学文路こども園、公民館、この周辺、

及び、そこから大谷川までの下流500ｍ間の、

要するに、雨水対策のために調査を行い、減

災に努めるための委託料でございます。 

 それで、そのやり方につきましては、その

結果が出てから、来年度工事する、せえへん、

額どれぐらいというのはそれからの話ですが、

私、おととい、有利な起債の話をさせていた

だきましたけども、それをできたら利用した

形で、少しでも減災に努めたいというふうに

は考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）先ほどの32ページ

の小学校建設に要する経費の委託料につきま

しては、紀見小学校、それから紀見北中学校

等の来年度に向けて工事を実施するための設

計委託料となっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第１号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）教育部長より、先ほ

どの答弁の訂正がございますので、お願いい

たします。 

 教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）先ほどの15番議員

のご質問の中で、アンケートの学校名を、私、

紀見北中、隅田中と申し上げましたが、間違

っておりまして、紀見東中学校、隅田中の誤

りでございます。申しわけございません。 

○議長（土井裕美子君）ご了承のほどよろし

くお願いいたします。 

 訂正に対しての答弁はお許しいたします。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）私の問うた意味は、学

校の名前が間違うとったというあれですけど、

私が問うたのは、全部の学校を一応、アンケ

ートイコール平等ということなんで、別に学

校の名前がどうとかではないんですけど、そ

の点は全部把握しとるということを認識して

いいんですか。全部聞いたよという、そこの

学校だけのアンケートを僕、聞いたわけじゃ

ないんで。たまたま今回の議案上がってきと

んのは２校ですけども、アンケートというの

は、教育委員会でどこともやと思うんですけ

ど、これから改修していくであろうとこは聞

いてくれとるんですよねということを聞いた

つもりなんです。もし答えれるんやったら答

えてください。あかんのやったら、後日聞き

にいきます。それだけお願いします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）先ほどの答弁させ

ていただいたアンケートにつきましては、今

申し上げましたように紀見東、隅田になるん

ですけども、今全体ということで把握してお
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るということでの答弁ではございませんでし

た。今後、やっぱりこれから整備をしていく

中で、学校、校長会等を通じて、そういう声

というものが出てくれば、それはやはりきち

っと子どもの個性、先ほど申し上げましたよ

うに多様性、また尊重はしていきたいという

ふうには考えております。 

○議長（土井裕美子君）それでは、委員会の

付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 令和元年度橋本市一

般会計補正予算（第４号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第29 議案第２号 令和元年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第29 議案第２

号令和元年度橋本市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第２号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第２号 令和元年度橋本市国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第30 議案第３号 令和元年度橋本市

住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第30 議案第３

号 令和元年度橋本市住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号）について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお
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ります議案第３号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第３号 令和元年度橋本市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第31 議案第４号 令和元年度橋本市

墓園事業特別会計補正予算（第

１１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第31 議案第４

号 令和元年度橋本市墓園事業特別会計補正

予算（第１号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第４号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第４号 令和元年度橋本市墓

園事業特別会計補正予算（第１号）について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第32 議案第５号 令和元年度橋本市

農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第32 議案第５

号 令和元年度橋本市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第５号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま
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した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第５号 令和元年度橋本市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第33 議案第６号 令和元年度橋本市

介護保険特別会計補正予算（第

２号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第33 議案第６

号 令和元年度橋本市介護保険特別会計補正

予算（第２号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第６号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第６号 令和元年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第２号）について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第34 議案第７号 令和元年度橋本市

後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第34 議案第７

号 令和元年度橋本市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）について を議題とい

たします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第７号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 
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 これより議案第７号 令和元年度橋本市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第35 議案第８号 令和元年度橋本市

工業団地造成事業特別会計補正

予算（第２号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第35 議案第８

号 令和元年度橋本市工業団地造成事業特別

会計補正予算（第２号）について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第８号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 令和元年度橋本市工

業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第36 議案第９号 令和元年度橋本市

水道事業会計補正予算（第１号）

について 

○議長（土井裕美子君）日程第36 議案第９

号 令和元年度橋本市水道事業会計補正予算

（第１号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第９号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 令和元年度橋本市水

道事業会計補正予算（第１号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません
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ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第37 議案第10号 令和元年度橋本市

病院事業会計補正予算（第２号）

について 

○議長（土井裕美子君）日程第37 議案第10

号 令和元年度橋本市病院事業会計補正予算

（第２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第10号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第10号 令和元年度橋本市病

院事業会計補正予算（第２号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

   

 

 


